
第 9 回役員会議 報告 

 

令和３年度 （一社）北九州市ＰＴＡ協議会 

 

 

 

 
○ 令和４年 2 月 7 日（月） 役員会議 19：00～ 

○ 生涯学習総合センター リモート会議 

○ リモート参加者（敬称略）三浦・梅原・有江・原田・古森・森谷・李・藤井・木下・長副・

田中（裕）・渕上・川中・遠藤・末松・今林・穴井・田中（信）・古賀・眞

弓・緒方・浅海・今泉・尾﨑 

              事務局…溝部・今永・村山 

 

 

 

○ 議  事  

「子どもを育てる 10 か条」の唱和者の指名 

☆ 「子どもを育てる 10 か条」の唱和 リモートのため省略 

１．会長あいさつ 

＜会長＞ 

 本日は完全オンライン会議で開催いたします。お忙しい時間にご参加いただき、有難うござい

ます。中学校の保護者の皆さんは受験シーズンで非常に苦慮されていることと思います。P 協で

も何かしらのサポートができないかと思っております。 

 北九州市教育委員会の任意加入に関する通知文書およびＰＴＡ協議会が発出したガイドライン

（案）が新聞記事として掲載されました。全国で大変注目されています。単位ＰＴＡの会長さん

や保護者の皆さんからの質問やご相談に応えていけるよう、皆で頑張って勉強していきましょう。 

 

２．審議事項 

① 家庭教育講演会及び指導者研修会実施予定時期について 

＜会長＞ 

 資料１頁参照。下記の日程で決定して宜しいでしょうか。 

 

 ★家庭教育講演会 令和４年７月３０日（土） 

 ★指導者研修会  令和４年８月２０日（土） 

 ※指導者研では九Ｐ大会の予行練習として分科会提言校に活動事例発表を行っていただく。 

＊賛成多数で可決。 

 

② 「北九州標準服」のリユースについて 

＜会長＞ 

資料２頁参照。令和２年度に導入された北九州標準服（市内どの学校でも着用できる）につい

て、価格が高額なため購入できない家庭のために、卒業生徒等の着用済学生服を回収し、無料提

供を行うシステムを作りたいと考えている。なお、市内には有償で実施している業者があると聞

いております。 

＜末松＞ 

 「無料提供」ということですが、悪意を持ってリユースに応募し、良品を回収するような問題

が発生するのではないかと考えます。保護者ではなく無関係の人間が在庫を奪っていくのです。

500 円～3,000 円程度、価格を設定してはいかがでしょうか。 

 

＜有江＞ 

 ご意見ありがとうございます。取り急ぎ、価格と内容、実施方法は別途時間をかけて検討して

いくこととしまして、本日の会議で「北九州標準服」のリユースをＰ協の事業として取り組むか

否かの審議をとります。いかがでしょうか。 

 ＊賛成多数で可決。 



 ③ 事務局員手当改定に関して 

＜会長＞ 

 資料３頁参照。九州管内のＰＴＡ協議会事務局員の給与と比較して低いということと、新規事

業の実施及び PTA 問題の対応などで繁忙になることが予想されること、そして、経験年数・スキ

ル・業務への貢献度などを考慮して改定をしたいと思います。現状、初任給（1 年次）～６年次

で昇給停止となるが、これを改定し、初任給を 5,000 円上げ、8 年次まで昇給するようにしたい

と考えます。手当を改定することにより勤労意欲の向上にもつながると考えます。 

 ＊賛成多数で可決 

＜事務局長＞ 

 改定は会計年度の４月からでしょうか、それとも協議会改選年度の６月からでしょうか。 

＜会長＞ 

 会計年度の 4 月からでお願いします。 

 

３．協議事項 

 

①１DAY PTA 概要（案） 

＜有江＞ 

 資料「1DAY PTA」三枚つづり 参照 

・コロナ禍のため集客観覧をとりやめた。 

・生放送ではなく、「２月１１日（金）」に配信用の映像収録を行う。後日配信。 

・出演者とスタッフ以外は参加しないため、国際会議場から生涯学習総合センターに変更。 

 ・子どもたちも同じく集客は行わない。子ども未来会議は３月１２日（土）に延期。但し、

コロナ禍の状況によってはリモート開催とする。 

 ・収録タイムスケジュールを大幅に変更。１０時～２０時迄収録作業を行う。 

 ・収録内容 

 

＜研修委員会＞ 

当日はＰＴＡ加入のメリット、任意加入、会長就任の注意点および個人情報について話してい

きます。Q＆Ａについても取り上げていきます。収録は人数を最小限にとどめ、約７名の方に参

加していただく。収録映像については、音声とパワーポイントのみとする。 

＜総務委員会＞ 

事前アンケートで、いただいた質問について別枠で答えていきます。説明の部分はある程度割

り振りを行ったので、練習してスムーズに撮影できるように頑張ります。 

 

＜教育環境委員会＞ 

★単位ＰＴＡ活性化推進事業 

＜長副＞ 

 単位ＰＴＡ活性化推進事業の周知の為、説明資料を作成しています。２月１１日（金）の収

録予定日には来場せず、パワーポイントの機能を使用して録画・録音を行います。 

★見守りカメラ設置推進事業 

＜梅原＞ 

 カメラ購入費（４分の３）を補助金として支出していただける（担当課：安全安心推進課）

ということをご存じでないＰＴＡ会長様が多いという現状と、昨年実施したアンケートの内容

を基に、さまざまな問題や誤った認識を解消するためにしなければならないことを調査してい

ます。１３万弱の自費で２台のカメラを設置できるということをまず理解していただき、北九

州市内の学校で安全安心の格差ができないような環境づくりを進めたいと考えます。 

 

＜母親委員会＞ 

当日の収録は感染対策を徹底し、講師の先生と委員長の私２名のみで収録を行います。 

＜広報委員会＞ 

２月１１日（金）の収録の様子を撮影させていただき、３月発行予定のＰＴＡ新聞でご紹介し

たいと思います。参加委員は最小限とし、私含め数名で行います。 

 

＜有江＞ 

予算についてご説明します（社名および費用は配布資料「御見積書」参照） 



１.配信費用（500 名視聴容量） ２.収録機材および編集・zoom 併用費用等 各見積書を紹介。 

 ※２の金額は各委員会に振り分ける。 

〇 北九州子ども未来会議 

＜有江＞ 

３月１２日（土）国際会議室で実施予定ですが、コロナ禍によって４月以降に延期する可能性

があります。延期ができない場合は、リモート開催になるのではないかと存じます。 

〇 PTA 協議会コラボレーション事業 

・ 単位ＰTA 役員向け研修会 

・ 教育財団とのコラボレーション 

・ 母親研修会 

・ 各事業の広報活動 

 

＜有江＞ 

 予定変更となった本内容を、審議事項として、本日の会議に起案させていただいて宜しいで

しょうか。 

 ＊賛成多数で可決。 

＜有江＞ 

 １DAY PTA 実施に賛成の方は挙手をお願いします 

 ＊賛成多数で可決。 

 

４．連絡・報告事項 

 

① 役員より 

 〇 1 月 17 日（月）教育懇談会について 

＜梅原＞ 

 教育委員会とＰＴＡ協議会の教育懇談会を行いました。オンライン授業の概要と道徳教材につ

いての講話をお聞きし、保護者として、質問および意見や要望などをお伝えしました。コロナ禍

のため人数制限がありましたが、可能であれば理事の皆様方にも今後多数ご参加いただきたく存

じます。 

 

 〇 令和 4 年度、役員候補者推薦書の提出 2 月 25 日（金）必着のお願い 

＜森谷＞ 

 役員選考委員長を拝命しました、森谷と申します。役員候補者推薦書の期限は上記の通りです。

3 月以降、面談を実施いたします。 

 

〇 各委員会の活動報告作成のお願い（4 月役員会実施日、4 月 4 日締切） 

＜有江＞ 

 定期総会要録掲載の為、各常置委員会委員長へ委員会活動報告書の作成をお願いしております。

既に電子メールにて依頼済みです。 

 

② 連合会より 

＜門司区小 P 連＞ 

 １月２８日（金）に、連合会内でオンライン会議を開催しました。様々な意見が出ました。管

理職の先生方、PTA 役員の方、保護者の方、それぞれの意見があります。学校同士でも考え方に

差異があります。なるべく退会者を少なくするように工夫し、柔軟な PTA 活動になるよう、さま

ざまな意見を出していただきました。しかし、どうしても活動していくことが難しいと感じる学

校もいらっしゃいました。１年間休会したい、退会したいという思いの学校もあるようでした。

連合会としても丁寧に扱っていきたいと思います。市 P 協の役員さんと相談しながら、今後協議

していきたいと思います。門司区小 P 連は、２月２日（水）までには、すべての小学校で新入生

入学説明会を終えています。門司区内のある中学校の説明会（２月４日（金））で PTA 加入・未

加入の確認書を配布したところ、８割～９割の方が退会届を提出されていたそうです。 

＜門司区中 P 連＞ 

 ２月４日（金）に、オンライン入学説明会がありました。PTA 任意加入と個人情報保護の件、

会費の件を説明して書類をお渡ししました。返信を各小学校に取りまとめてもらうようにしてい

ます。在校生には、１月中に書類をすでに渡しています。保護者の皆さんからの返信を取りまと



め、結果を見てみないことにはまだ確かなことはわかりません。現状説明できることは以上です。 

＜小倉北区小Ｐ連＞ 

 加入同意書に、どのような返信が返ってくるか心配しているＰＴＡ会長さんが多いです。 

「加入に同意いただけることを前提とし、反対の方は教頭先生に連絡する」といったような方

策を検討している学校もあれば、加入・非加入をはっきりさせている学校もあるようです。入学

説明会が終わっている学校の感触としては、概ねいつもどおりだった、ということでした。今の

ところ反発は見受けられません。２月２１日（月）に会長会を実施予定です。 

＜小倉南区小Ｐ連＞ 

 今のところ、困っているという情報は入っていません。 

＜小倉南区中Ｐ連＞ 

 ２月４日（金）に、新入生説明会を実施した学校が多かったようです。会長自らＰＴＡ任意加

入についての説明を行い、当日のうちにアンケート（加入・非加入の届出）を回収した学校もあ

れば、後日再配布することにした学校もあります。本校では９０名の新入生保護者が参加し、６

０名分回収しました。残り３０名は一度持ち帰り、入学式以降に順次提出することになりました。

回収できたアンケートのうち 9 名ほど非加入の届出がありました。加入アンケートを配布した場

合、おそらく１割程度は非加入の届出を受けるのではないかと考えます。また、在校生にもＰＴ

Ａ加入意向届を配布しました（締切：２月中旬）。２月１７日（木）に連合会会長会を実施予定で

す。 

＜若松区小中 P 連＞ 

 若松区の中学校の中に、来年度 PTA 協議会を脱会したいという学校さんが１校いらっしゃいま

す。若松区内の学校から様々な相談を受けています。その中で一番多いのは「PTA 役員を受けて

くださる方に対して御礼ができないか」ということです。例えば、年間数千円～数万円程度を差

し上げてはどうか（仕事を抜けて PTA 活動に携わってくださっているため）という意見がありま

した。管理職の先生方と協議したところ、保護者から集めているお金なので難しいのではないか

というご意見をいただきました。しかし、PTA 総会の中で「交通費」「通信費」として支出が承

認されたらお支払いすることができるのではないか、とおっしゃっていました。その旨、相談を

受けた学校さんにお伝えしています。 

 任意加入については、「加入世帯の会費負担によって非加入（未払い）の家庭が恩恵を受けるこ

とはおかしいのではないか」という意見がありました。そのため、若松区所属校の内の１校が本

件の中心を担い、PTA 任意加入関係資料（参考資料）の雛型を基に若松区の意見・状況に合わせ

て編集を行いました。それを全学校に配布し、宜しければ使ってくださいとお声掛けしています。 

また、私の所属校では、加入非加入によって児童生徒に嫌な思いをさせたくないという思いが

あったため、子どものためだけに支出するのであれば“PTA 会費”ではなく“児童活動費”と位置付

けたい、という意思を所属校保護者に伝えました。総ての支出内容をデータ化し、学校長に許可

を取ってパスワード付きで情報公開を行う予定です（今週中）。支出内容を保護者に確認いただき、

問題がなければ５月の総会で“児童活動費”として位置付けることを決定したいと思っています。

本件について５～６校から質問をいただきましたので、今後同様のやり方をとる学校さんも出て

くるかもしれません。PTA 非加入保護者の人数が増えてくると、たとえ加入保護者全員が「問題

ない」と言ってくれていたとしても、子どもたちに不適切な形で情報が伝わる可能性があります。

それを避けるための情報交換を行っているところです。学校によって考え方も異なり、連絡相談

の密度に個人差があります。また、脱会の意思を持っておられる学校もあります。私は脱会校に

所属している学校に、在籍している一保護者でもありますので、質問状を出させていただきまし

た。質問状には脱会に関する協議の経緯や、協議会の内容について記載しています。 

＜八幡東区小Ｐ連＞ 

 １月２４日（月）に、会長会（小中合同）を実施しました。１月末の段階では、新入生説明会

を実施していませんでしたが、様々な意見をいただきました。 

 小学校・中学校で足並みを揃えたほうがよいということ、なるべく多くの方に会員になって戴

き継続していきたいということ、そして、継続していただくために必要な工夫について取り組ん

でいきたいという意見が出ました。 

 AIG の安全互助会、総合保障制度は PTA の特別割引がかかっているため、会員でなければ入る

ことができないのではないかという意見が出ました。できれば、今月中にオンライン会議を行い

たいと考えています。 

＜八幡東区中Ｐ連＞※連合会長不在のため代理：古森 

 千草ホテルで、小中合同のＰＴＡ任意加入について様々な情報交換を行いました。三浦会長に

お越しいただきました。その後の予定は不明ですが、２月中旬に会長会を開くことになっている



と聞いています。 

＜八幡西区小Ｐ連＞ 

 校数が多いため、４ブロックで説明会を開いています。ブロック内で情報交換をしましたが、

結局のところ、実施してみないことには確かなことがわからないという意見が多かったです。先

週２月２日（水）に新入生入学説明会が実施されました。在校生の家庭には２月１日（火）に個

人情報確認書等を配布しました（２月８日（火）締切）。しかし、やはり数件未加入の回答が届き

ました。八幡西区全体で集まることはできませんので、ブロック別に意見を集めてブロック長同

士で話をしたいと考えています。 

＜八幡西区中 P 連＞ 

 １月２４日（月）に会長会を実施しました。有江常務にお越しいただきました。単位 PTA によ

って活動内容も規模も異なりますので、足並みを揃えていくことが難しいと感じました。任意加

入についても、兼ねてより導入していた学校もあれば、今回の通知で初めて検討しはじめた学校

もあります。個人情報の提供確認を文書で取ることについては、実施事例がなかったため、今後

は実施しなければならないという意識共有を行いました。課題のすり合わせができたため、価値

のある会長会が行えたと思います。２月８日（火）に連合会で会議を行います。学校の状況に合

わせて、先ほど申し上げたことについて話していく予定です。文書の回答をいただけない家庭の

意思確認や取扱いについても、学校によって差が生じますので、学校ごとに対応の仕方が異なる

のではないかと考えているところです。 

＜戸畑区小Ｐ連＞ 

 １月１３日（木）に有江専務と藤井副会長にご参加いただき、有江常務から非常に詳しい説明

を行っていただきました。各様式の按分を作成していたため、たたき台を有江会長に確認してい

ただき、「参考になる」と言っていただけたため、連合会内に共有しました。小学校は、中学校の

入学説明会と違い時期がバラバラです。そして、各学校でこれまでの経緯や様子が異なります。

そのため、連合会内全学校で全く同じ対応をとることはできないのではないか、学校の特色に合

わせたコーディネートが、必要なのではないかという認識を持っているところです。また、回答

が返ってこない場合の対応に悩んでいるところです。２月１５日（火）に会長会を行うので、そ

の時にまた話し合いたいと思います。小中で連携して対応に当たります。 

＜戸畑区中Ｐ連＞ 

 有江常務にお越しいただき、１月３１日（月）に会長会を行いました。個人情報保護と任意加

入について、最終確認を各校で行いました。本校では、２月４日（金）の入学式説明会（オンラ

イン開催）で、新入生保護者全員に（ＰＴＡ加入の届出書等について）伝えました。在校生に関

しては、文書で配布し、２月１４日までに御返事を頂くようにお願いしております。適正化レベ

ルＡの状態で令和４年度を迎えられそうです。 

 

＜有江＞ 

 有難うございます。各学校でやり方が異なること、どの学校も加入人数を減らしたくないとい

う思いを持っていることは確かです。しかし、PTA の活動内容が伝わりにくいため、誤解を生ん

でいると思います。 

PTA 加入の届出書について、私たち PTA が提出確認のとれていない家庭と直接連絡を取るこ

とはできないため、先生方にもどうかご協力いただきたく存じます。教頭先生を中心にご協力い

ただけますよう、何卒お願い致します。 

＜有江＞ 

 連合会同士で意見を出していただきましたが、他に意見交換がしたい方はいらっしゃいますか。 

＜八幡西区中 P 連＞ 

 オミクロン感染者が多く、入学説明会がオンラインで実施されました。しかも、PTA 役員の説

明時間が５分しかとれず、ほとんど任意加入に関する説明ができませんでした。「中学校はとても

人数が多いので、保護者同士のかかわりが必要だ」ということしか説明できませんでした。他の

学校はどうだったのでしょうか。 

＜有江＞ 

 新入生入学説明会を、現地で開催された学校はありますか。 

＜門司区小 P 連＞ 

 保護者のみ参加で、現地開催を実施しました。PTA に対する抵抗感が少しでも和らぐよう、説

明ができたと思います。 

＜尾﨑＞ 

 現地開催でしたが、コロナ禍のため長時間説明するわけにはいかず、１分程度しか話すことが



できませんでした。入学式で加入の確認を行う予定です。 

全体的にコロナの影響が大きすぎると感じます。市内全体の足並みを揃えるには２、３年かか

るのではないでしょうか。教育委員会にもその旨、お伝えいただけたら幸いです。 

＜有江＞ 

 確かに、令和４年４月時点ですべての学校の任意加入等に関する取組が決定することができず、

中途となってしまう可能性が高いでしょう。４月以降も引き続き協議することになると私も感じ

ます。 

＜田中（裕）＞ 

 全体的に、ほとんどの学校がガイドライン内 A プランを採用しているということでしょうか。 

＜有江＞ 

 いいえ、本日時点で、市内全校の方針確認が取れているわけではありません。 

＜田中（裕）＞ 

 新聞記事として大々的に掲載されましたので、A プラン以外の方式をとることは危険なのでは

ないかと考えます。提案なのですが、令和４年度中に A プランに移行できないのであれば、PTA

を休会してはいかがでしょうか。PTA 会費を徴収しなければ名簿を作る必要もありません。会費

を取らないで残金だけで活動するのです。少額で最低限の運営を行い、保護者の方に説明と準備

を行ってはどうでしょうか。事実、コロナ禍でほとんど活動できなかった単 P が全体の９９％だ

と思います。私の所属校でも、２０２０年度は会費を徴収せず、過年度からの繰越金で運営しま

した。活動は行えませんでしたが、学校長でも私の方でも、困ったことはありませんでした。過

年度の繰越金で運営できないのであれば、PTA 協議会が助成してはどうでしょうか。財団からの

助成でもよいと思います。 

＜有江＞ 

 はい、財団の活動助成金は使用できると思います。現在、教育環境委員会で周知のためのプレ

ゼン資料をご用意してくださっているので、たくさんの役員さんに観ていただきたいと思います。

＜田中（裕）＞ 

 新聞に取り上げられたことで、たくさんの保護者が、PTA 個人情報保護問題を認知したのでは

ないかと思います。そのため、プラン A を導入しない学校が生じた場合、何か問題が起こるので

はないかと危惧しています。 

＜有江＞ 

 現状、私が説明に行った学校については、ほとんど個人情報提供確認を PTA 独自で取るとおっ

しゃっていますので、もし確認を取らない学校さんがいらっしゃったら情報共有します。今のと

ころ、あまりそのような話は聞いていません。 

＜田中（裕）＞ 

 よかったです。可能であれば全学校 A プランを選んでもらいたいと思います。 

＜有江＞ 

 はい、PTA 用の名簿作成のために、個人情報提供を書面でお願いする方法をとってもらうこと

がゴール地点だと思います。その後、組織運営の話や、本日の会議で取り上げられた諸問題につ

いて考えていきたいです。各連合会を訪問した際、どうしても今後の組織運営に対する不安を感

じざるを得ないということを多く伺いました。しかし、運営の課題は次のステップであると捉え

てもらい、まずは直近のゴールとして、学校と協力しながら、しっかり書面で確認することが大

切であると説明しました。概ね多くの方にご理解いただいていると感じています。 

＜田中（裕）＞ 

 負担が大きいから、PTA 活動に抵抗がある、という意識があります。説明する時間がないまま

任意加入への意向がスタートしましたので、しっかりと説明したら加入率は上がってくると思い

ます。 

＜梅原＞ 

 私の所属校では、児童数が多いこともあり、コロナ禍の PTA 活動はほぼありません。しかし、

PTA から支出している活動補助費は３００万近くあります。内訳は、アルコール消毒液（300 リ

ットル）、PCR 検査費です。以前、保護者から PTA が何をやっているのかわからないとよく言わ

れていました。PTA 会長は、学外を回り、朝の安全確認を行っているということなどを説明しま

した。PTA 役員からも、会長の活動内容をすべて教えてくれと言われました。活動内容やアルコ

ール購入の件などを保護者の方に説明したところ、ほとんどの保護者の方に驚かれました。通学

路の側溝が浮いていたことを警察に届け出たり、交通事故の通報や草刈りをしたりなど、さまざ

まなことに関わっています。PTA は決して無秩序な活動を行っているのではないということ、保

護者からお預かりしているお金の内訳は、しっかりと公開することを説明しました。結果として、



現在、七割程度の方に加入届を提出していただいています（１名非加入の方がいらっしゃいまし

た）。PTA の委員は２２０名いましたが、半数の方が残ってくださいました。皆さんも、自分の

活動内容をしっかり伝えていきましょう。 

③ 校長会より 

＜小学校校長会＞ 

 新入学説明会が行われています。校長会で他の学校長に伺ったところ、PTA の重要性について、

PTA 会長さんご本人にお話しいただくことが、加入に繋がっていくのではないかという意見が多

くありました。委員の見直し、会費の見直しをしながら子、どものためにあるということを伝え

たいと思います。 

 オミクロン株の流行に苦慮しています。特に八幡西区の感染は拡大しています。オンライン授

業がとても増えています。授業全体の３分の１～２分の１がオンラインとなり、子どもたちの学

習保証、学習補充に努め、なんとか子どもたちの学力や生活習慣を乱さないように、必死で取り

組んでいます。 

 小学校は、わたしの聴く限りでは、物品販売があるため、現地で新入学説明会を行っている学

校が多いです。しかし、時間配分と人数には気を付けています。 

 なかなか活動が思うようにできませんでしたが、子どもたちがこの１年間で成長できたことを

実感できるように、校長同士で協力し、頑張っていきたいと思います。 

 

＜中学校校長会＞ 

 ２月４日（金）新入学説明会を終えることができました。説明事案が多く、整理したうえで伝

えることを全市の中学校長に周知しました。学校の事情によって、オンライン開催や現地開催と、

さまざまな形式をとりました。本校では何度もＰＴＡ会長と打合せし、読み上げ原稿を作って何

度も練習しながら説明会を実施しました。ＰＴＡ任意加入については、時間を取って丁寧に行っ

たつもりです。新入生の加入届等については、入学式後に提出していただく予定です。 

 全市で感染者数が急激に上昇しています。学級閉鎖が非常に多い状態です。苦肉の策で、部活

動を停止しています。職員も感染者が多数出ておりまして、学びを止めないよう、各学校四苦八

苦しながら学校経営を行っている状況です。 

 本日、県立高校の推薦入試が終わりました。実は私学の推薦入試と一般入試は追試験がありま

すが、県立高校の推薦入試については追試験がありません。各学校が推薦した生徒さんが、無事

に入試を終えられるかとても心配でした。３年生を受験させられるよう、部活動を停止してオン

ライン授業を推奨して頑張っている状況です。一般入試が３月に実施されます。最後の最後まで、

全生徒の進路保証ができるよう、感染対策に取り組みたいと思います。各ご家庭でも、どうかご

協力の程、宜しくお願いします。 

 

④ 常置委員会の活動報告 ※協議事項 1DAY PTA（案）参照 

⑤ 事務局より 

<事務局長＞ 

 行事予定の確認をお願いします。 

 

・2 月、3 月行事予定 

・次回  会長・副会長等会 ２月２１日（月）１８：３０～ ３F ３１学習室 

次々回 会長・副会長等会 ３月 ７日（月）１８：００～ ３F ３１学習室 

次回  役員会      ３月 ７日（月）１９：００～ ３F ３１学習室 

 

⑥ 質疑応答 

＜梅原＞ 

 休校により、給食のパン等が破棄されています。それらを購入できないか学校長に相談したと

ころ、学校長判断では不可能だということでした。業者の方や教育委員会へ提案を進めたいと思

います。宜しくお願いします。 

＜有江＞ 

 北九州市 P 協は、現在顧問弁護士が居りませんが、任意加入・個人情報の件について弁護士さ

んに確認をすることが多いため、改めて次月の会議で、弁護士さんが必要かどうか検討していた

だきたいと思います。また、文書の取扱いについて十分ご留意いただき、文書の流出が無いよう

に気を付けてください。役員向けの内部資料を、PTA 関係者以外の方が文書の内容を知ることが

無いようにお願いいたします。 



＜田中（裕）＞ 

 私の所属校のＰＴＡ新聞作成担当保護者より、運動会や修学旅行の写真を掲載したいが、コロ

ナ禍で素材がなかったため写真屋さんから購入してよいか、という問い合わせがありました。そ

の際にふと考えたのですが、学校行事で撮影した児童生徒の写真掲載は個人情報漏洩にあたるの

ではないか、ということです。校長先生に確認したところ、学校から発出するお便りは子どもの

顔を認識できないように慎重に取り扱っているのに、ＰＴＡ新聞には、しっかりと子どもの顔を

掲載しているのは時代に沿わないのではないか、という意見を持っておられました。保護者や児

童生徒には様々な事情があります。顔出ししたことによって危険にさらされることもあります。

掲載の同意も必要だと思います。非加入の生徒が掲載されていた場合、「なぜうちの子の写真が掲

載されているのか」と問い合わせが入ると思います。 

 また、学習発表会や体育大会については、保護者が撮影した写真を掲載しますが、修学旅行写

真は先生方が撮影された写真を提供いただくのではないかと思います。これは個人情報の漏洩に

あたるのではないでしょうか。安易に先生から写真を貰うのは、今後しないほうがよいのではな

いかと考え、私の単位ＰＴＡでは写真を掲載しないことにしました。皆さんも今後、気を付けた

ほうがよいのではないかと思います。 

＜有江＞ 

 有難うございます。おそらく、ほとんどの学校は撮影確認を取っていることと思います。「自分

の子どもの写真を掲載してほしくない方はお申し出ください」という旨のお手紙を発出し、返答

があった方の顔写真が掲載されないよう、チェックする体制が取れている学校がほとんどだと思

いますので、ご参考いただければと存じます。 

 なお、「個人情報」という言葉を耳にすると、たいていの方は「顔写真や自宅住所」が目に浮か

んでくると思います。しかし、昨今の話で PTA に提供いただきたい情報は、住所や顔写真ではな

く、「クラスと名前」であることをご確認ください。PTA 新聞に掲載する顔写真については、別

途掲載時に、保護者の方に確認が行われるはずです。各学校の新入学時や在校生への説明時に、

誤った認識が生まれないようご説明いただけましたら幸いです。先生方にもご協力をお願いいた

します。 

 

＜会長＞ 

 長時間にわたりご参加いただき有難うございます。個人情報問題について、今まで以上に注目

されることになると思います。校長会とも足並みを揃えながら、各単位 PTA と話し合いながら進

めていきたいと思います。また、一時休会、退会の取扱いについてもしっかり考えたいと思いま

す。休会になった場合の AIG の保険割引について、トラブルが生まれないように勉強していかな

ければなりません。今後とも、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

（監事講評） 

＜尾﨑＞ 

 長時間お疲れ様でした。任意加入問題等について、まだまだ問題点は積算しています。今後も

議論していきましょう。 

 

 


